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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年１１月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月２１日 ２３時００分ごろ 

発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北西方沖 

赤碕
あかさき

港沖防波堤灯台から真方位０１９°２５.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°５４.５５′ 東経１３３°４９.８１′） 

事故調査の経過 平成２７年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三大勘
だいかん

丸、９５トン 

１３１０５９、個人所有 

２９.７２ｍ（Lr）×６.３０ｍ×２.４８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６６９kＷ、平成２年５月２日 

Ｂ 漁船 明信
みょうしん

丸、９５トン 

１３１８０２、鳥取県漁業協同組合 

２９.０１ｍ（Lr）×６.２０ｍ×２.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、９５６kＷ、平成１６年３月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５２年９月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年７月１日 

    免状有効期間満了日 平成２８年７月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３１歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年８月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月１７日 

    免状有効期間満了日 平成３１年７月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損 

Ｂ 全損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、隠岐諸島周辺での底びき網漁

を終え、平成２７年５月２１日２２時００分ごろ、船長Ａが単独の船

橋当直につき、法定灯火を表示し、鳥取港北西方沖の漁場に向けて、
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自動操舵により約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

南東進した。 

船長Ａは、６Ｍレンジに設定したレーダー情報の表示が可能なプロ

ッターで船首方にＢ船の映像を確認し、Ｂ船の速力が遅かったので揚

網を始めたと思い、Ｂ船の船尾を約１.５Ｍ離して通過することとし

た。 

船長Ａは、目的の漁場に着くまで時間があるので、作業日誌の記入

を行うこととし、椅子に腰を掛けて下を向きながら同日誌の記入を行

っていたところ、照らされた明かりに気付いて顔を上げたときＢ船を

認め、急いで機関を全速力後進としたが、２３時００分ごろ、鳥取港

北西方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、船舶電話でＢ船と連絡を取ろうとしたが電話がつながら

ず、しばらくして、Ａ船の乗組員のＢ船の右舷船尾に回るようにとの

声で、同船の右舷船尾にＡ船を近づけたところ、Ｂ船の乗組員が海面

に浮いているのを認めた。 

船長Ａは、Ｂ船の乗組員全員を救助したことを確認し、海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか７人が乗り組み、鳥取港北西方沖の漁場で底び

き網漁を行い、北東進してえい
．．

網を行った後、南西進して揚網を行っ

た。 

船長Ｂは、揚網を終えた後、南西進して次の漁場に移動することと

し、法定灯火を表示し、自動操舵により約８kn の速力で航行を始め

た。 

船長Ｂは、航行を始めたとき、Ｂ船の周囲には、Ｂ船が所属する漁

業協同組合の船舶２隻以外は認めていなかったので、他船はいないと

思い、舵輪の後方の椅子に腰を掛けて航行を続けていたところ、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、すぐに機関を中立とし、乗組員全員が甲板上に集まった

ところ、船体が右舷側に傾き始めたので、僚船に本事故の発生を通報

した。 

Ｂ船は、乗組員全員がＡ船に救助された後、傾いた右舷側から沈没

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項 船長Ａは、Ｂ船が揚網を始めたので、Ａ船と同様に、船首方向を変

えずに約２０分間後進しながら揚網作業を行うと思った。 

船長Ａは、Ｂ船が揚網のため後進する距離が約０.５Ｍと思い、最

終的にＢ船から１.５Ｍ離れて通過するよう、Ｂ船の船尾から約２Ｍ

の所を通過する針路に設定した。 
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船長Ａは、ずわいがにの標本調査のための作業日誌を記入していた

が、１日分をまとめて記入していたので時間を要した。 

船長Ａは、座面の高さが約３４cm の椅子に腰を掛けて作業日誌の記

入を行っていたが、同椅子に腰を掛けた状態では、船首方を見通すこ

とができなかった。 

Ａ船の他の乗組員は、本事故当時、皆、自室で休息中であった。 

Ａ船の甲板を照らす作業灯及び船橋内の室内灯は、本事故当時、点

灯していた。 

Ａ船とＢ船とは、別々の漁業協同組合の支所に所属していた。 

船長Ｂは、同じ漁業協同組合に所属する他の２隻の漁船と連絡を取

り合っていたので、お互いの操業場所を把握していた。 

船長Ｂは、Ｂ船の周囲には、Ｂ船が所属する漁業協同組合の船舶２

隻以外はいないと思い、作動させていたレーダーを見なかった。 

本事故時、Ｂ船の甲板員６人が甲板上で漁獲物の選別作業を行い、

機関長は機関室にいた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、鳥取港北西方沖を南南東進中、船長Ａが、下を向き作業日

誌を記入していて、見張りを行っていなかったことから、Ｂ船の接近

に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船もＡ船と同じ漁に従事する船舶であり、その動きか

らしばらくの間は揚網を行うこと及びＢ船から約１.５Ｍ離して通過

する針路に転じたことから、作業日誌を記入していたものと考えられ

る。 

Ｂ船は、鳥取港北西方沖を南西進中、船長Ｂが、航行の支障となる

船舶はいないものと思い、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、接近するＡ船に気付かず航行し、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ｂは、Ｂ船の周囲にはＢ船が所属する漁業協同組合の２隻以外

に他船を認めていなかったこと、及び同２隻の操業場所を把握してい

たことから、航行の支障となる船舶はいないと思っていたものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、鳥取港北西方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ

船が南西進中、船長Ａが、下を向き作業日誌を記入していて、見張り

を行っておらず、また、船長Ｂが、航行の支障となる船舶はいないも

のと思い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
             

    

事故発生場所 

（平成２７年５月２１日 

 ２３時００分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

赤碕港沖 

防波堤灯台 

鳥取港 

鳥取県 

鳥取市 
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写真１ Ａ船 

 

    
 

 


